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開会 
時  刻 午後３時３０分 

宣 言 者 教育長 

付議事件 

（２０件） 

議案番号 件       名 

議案第２８号 
新潟市教育長職務代理者の事務を委任する規則の制定につ
いて 

議案第２９号 新潟市教育委員会職員分限取扱規程の制定について 

議案第３０号 
新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則
の制定について 

議案第３１号 
新潟市教育職員の特殊勤務手当支給条例施行規則の制定に
ついて 

議案第３２号 新潟市教育職員退職手当支給条例施行規則の制定について

議案第３３号 
新潟市特定教職員の俸給表の切替え等に関する条例施行規
則の制定について 

議案第３４号 新潟市臨時教育職員に関する規則の制定について 

議案第３５号 新潟市学校事務共同実施に関する規則の制定について 

議案第３６号 
県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係教育委員
会規則の整備等に関する規則の制定について 

議案第３７号 
新潟市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務時間等に関する
規程の廃止について 

議案第３８号 新潟市教育委員会組織規則の一部改正について 

議案第３９号 
新潟市教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改
正について 

議案第４０号 
新潟市長から委任を受けた新潟市生涯学習センターの管理に
関する規則の一部改正について 

議案第４１号 新潟市公民館条例施行規則の一部改正について 

議案第４２号 新潟市立図書館条例施行規則の一部改正について 

議案第４３号 通学区域の一部変更について 

議案第４４号 教育財産の用途廃止について 

議案第４５号 
新潟市いじめの防止等のための基本的な方針の改定につい
て 

議案第４６号 事務局及び機関の長の人事について 

議案第４７号 教職員の人事措置について 

報告 

（２件） 

件       名 

指導が不適切な教職員に関する委員会の報告について 

いじめ及び教員の不適切な発言による重大な事案に係る第三者委員会の答申
について 
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第１ 開会宣言 

○教育長 午後３時３０分開会を宣言する。 

これより３月教育委員会定例会を開催いたします。 

本日，報道関係者より委員会を撮影及び録音したい旨の申し出があり

ますが，これを許可することに御異議ありませんでしょうか。よろしければ，

許可することで決定します。 

第２ 会議録署名委員の指名 

○教育長 新潟市教育委員会会議規則第１１条により，会議録署名委員に佐藤委

員及び齋藤委員を指名します。 

第３ 付議事件

○教育長  議案第２８号新潟市教育長職務代理者の事務を委任する規則の制定に

ついて，教育総務課から説明をお願いします。 

○教育総務課長  説明いたします。付議１ページをご覧ください。 

 現在，佐藤委員に職務代理者をお願いしておりますが，平成２６年の地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によりまして，職務代理

者は教育委員会会議の主宰だけでなく，具体的な事務執行についての

職責も負うことになっております。しかし，職務代理者が行う職務のうち，具

体的な事務の執行と職務代理者が自ら事務局を指揮監督して，事務執行

を行うことが困難である場合には，法の規定に基づいて，その職務を教育

委員会事務局職員に委任することが可能となっておりますので，職務代

理者にかかる職務の委任等について規定するものでございます。 

 付議２ページに公布文を掲載しております。職務代理者が行う職務につ

いては，教育委員会の会議にその他の議事の運営に関する事務を除き，

教育次長に委任し，または臨時に代理させることができると規定しておりま

す。教育次長に委任する意味合いといたしましては，教育長の命を受け，

事務局に属する事務を掌理する，掌握する立場であるということで，教育

長職務代理者の職務が委任され，または臨時代理する立場として適任で

あると考えて制定するものです。施行日が平成２９年４月１日となります。説

明は以上です。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明にご質問，ご意見はございますか。 

 それでは，議案第２８号については承認するということでよろしいでしょう

か。そのように決定します。 

 次に，議案第２９号新潟市教育委員会職員分限取扱規程の制定につい

て，教育総務課から説明をお願いいたします。 

○教育総務課長  説明いたします。なお，机上にお配りしております正誤表は，議案第２９

号以降，議案第３４号，３８号，４２号に関連する部分がございますので，こ

ちらもご確認いただきながら，ご審議願います。 

 それでは，付議３ページをお開きください。「新潟市職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例」の実施に関して必要な事項は，各任命権者
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が定めることとされております。現在，市長部局の規定を準用して事務運

営をしてまいりましたが，権限移譲に伴いまして教職員の取り扱いに係る

経過措置等の規定が必要なため，教育委員会独自の規定を改めて制定

するものでございます。具体的な制定内容としては，２の制定内容のとおり

で，疾患休職の更新と期間，疾患休職者の復職や病状報告などについて

規定を設けるものでございます。施行日は平成２９年４月１日となります。

付議４ページから６ページまでが公布文となります。説明は以上でござい

ます。よろしくご審議お願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明にご質問等ございましたらよろしくお願いします。ござい

ませんでしょうか。それでは，議案第２９号について承認するということでよ

ろしいでしょうか。そのように決定します。 

 次に，議案第３０号新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例

施行規則の制定について，議案第３１号新潟市教育職員の特殊勤務手

当支給条例施行規則の制定について，議案第３２号新潟市教育職員退

職手当支給条例施行規則の制定について，議案第３３号新潟市特定教

職員の俸給表の切替え等に関する条例施行規則の制定について，議案

第３４号新潟市臨時教育職員に関する規則の制定について，議案第３５

号新潟市学校事務共同実施に関する規則の制定について，議案第３６号

県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係教育委員会規則の整

備等に関する規則の制定について，議案第３７号新潟市立幼稚園に勤務

する教育職員の勤務時間等に関する規程の廃止について，これらは関連

がありますので，一括して審議いたします。教職員課から説明をお願いし

ます。 

○教職員課給

与・システム担当

課長 

 議案第３０号から第３７号までの八つの議案についてご説明いたします。

はじめに，皆様への資料送付後に議案の修正があったため，本日，議案

第３４号につきましては正誤表，議案第３５号につきましては，議案の差し

替えを配付させていただきました。お詫びいたします。 

 なお，本日説明にあたっては，大変分量も多いため，ただいま配付いた

しましたＡ３判の資料を使用しまして，要点を中心に説明いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 今回の議案につきましては，県費負担教職員の権限移譲に伴い，必要

な規則を制定させていただくもので，勤務条件に関するものが中心となっ

ております。権限移譲後の勤務時間や休暇をはじめとする教職員の勤務

条件は，原則，市の職員に準拠するという内容で，１２月議会で関係条例

を制定いたしました。今回，この制定した条例を補完するため，勤務条件

に関しての具体的な基準や手続き方法などを教育委員会規則として定め

るものです。その他としましては，学校事務の共同実施に関するものや条

文中に引用している条例名などを修正するものなどです。 

 それでは，個々の議案について説明いたします。はじめに，新たに制定

する規則についてです。議案第３０号新潟市教育職員の勤務時間，休暇
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等に関する条例施行規則の制定については，教員に係る勤務時間等の

割り振りや子の看護休暇をはじめとした特別休暇の種類や日数などを定

めるものです。 

 次に，議案第３１号新潟市教育職員の特殊勤務手当支給条例施行規則

の制定については，非常災害時の緊急業務や週休日における部活動指

導業務に従事する場合，何時間従事すれば手当の支給対象となるかな

ど，教員に係る特殊勤務手当の支給要件などを定めるものです。 

 次に，議案第３２号新潟市教育職員退職手当支給条例施行規則の制定

についてです。教育職員の退職手当の支給にあたっては，条例で市長部

局の規則を準用することとなっておりますが，教員に係る退職手当の調整

額の区分など，市長部局の規則を準用できないものにつきましては，教育

職員の特例を定めるものです。ちなみに，この退職手当の調整額とは，職

責に応じて退職手当に加算されるもので，教諭，教頭，校長と職責が重く

なるほど加算額が大きくなるものでございます。 

 次に，議案第３３号新潟市特定教職員の俸給表の切替え等に関する条

例施行規則の制定についてです。権限移譲に伴う俸給の切り替えにつき

ましては，県の俸給表から市の俸給表に切り替える際は，職員に不利がな

いよう，県で受けていた俸給表と同額または直近上位の号俸に位置づけ

るとし，特殊なケースについては別途規則で定めるとした条例を１２月で制

定いたしました。当該規則は，例えば，行政職員から教員への異動など，

適用される俸給表が異なる場合の切り替え方法など，特殊なケースの事

例別の取り扱いを定めるものです。 

 次に，議案第３４号新潟市臨時教育職員に関する規則の制定について

は，常勤講師や非常勤講師など，学校に勤務する臨時の教員に関する

勤務条件や任用条件などを定めるものです。 

 次に，議案第３５号新潟市学校事務共同実施に関する規則の制定につ

いては，現在，国会で法令上の位置づけが審議されているなど，教員の

多忙化解消の一助としてもますます重要度が高まる学校事務の共同実施

につきまして，その役割を明確にするため，これまで学校管理運営規則の

中で位置づけられていたものを独立した規則とするとともに，これまで要綱

で定めていた共同実施グループの範囲なども規則として定めるものです。

ちなみに，この学校事務の共同実施とは，一人職場が多い学校事務にあ

って，事務処理の適正化や効率化を図るために，一定範囲の学校の事務

職員が集まって共同で事務を実施することです。新規の採用者や経験の

浅い職員などの資質向上など効果も上がっております。 

 次に，議案第３６号県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係

教育委員会規則の整備等に関する規則の制定については，そのほか比

較的軽微な改正が必要な規則をまとめたものでございます。組織改正や

関係条例，規則の改正に伴い，本文中に引用している所属名称や条例

名を修正する内容などとなっております。 
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 続きまして，議案第３７号新潟市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務

時間等に関する規程の廃止についてです。当該規程は，幼稚園教員の

勤務時間などを定めたものですが，４月１日以降は，議案第３０号新潟市

教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則に切り替わるため，

この規程を廃止するものです。ただいま，説明いたしました議案第３０号か

ら第３７号までの規則改正，規則制定の施行日は，平成２９年４月１日とな

ります。説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明にご質問，ご意見等ございましたら挙手をお願いしま

す。 

○齋藤委員  ３５号についてお聞きします。成果が上がったということを最後におっしゃ

ったのですが，これまでこういうグループで事務処理はやっていたのです

か。 

○教職員課給

与・システム担当

課長 

 これまでも共同実施ということで，実施はいたしておりました。 

○齋藤委員  何が変わったのですか。 

○教職員課給

与・システム担当

課長 

 これまで，どの学校がどのグループで，といった共同実施のグループ単

位を規則よりも一段軽い要綱で位置づけていたのですが，共同実施という

役割が，国会で法案として審議されているなど，地方教育行政の運営法

上でも，学校としても大変重要な役割があるということで，今後の事務改善

につなげようという全国的な流れもありまして，要綱という軽い位置づけだ

ったものをしっかりと規則として，事務の一つの形態として位置づけたいと

いう思いで，まとめたところです。やっている事務の内容については，今ま

でと同じことをやっているのですが，法令上，規則上の位置づけを明確に

したいということで変えさせていただきました。 

○齋藤委員  ちゃんとやらなければだめ，きちんとやりなさいよ，ということですね。 

 もう一点，第１グループ，第２グループとグループに分かれていますが，

この内容はこれまでと変わりはないのですか。 

○教職員課給

与・システム担当

課長 

 これまでと変わった部分としては，例えば，付議６６ページの中央第１グ

ループというところに明鏡高校と万代高校と記載がありますが，高校を新

たに位置づけております。これまで，県費と市費ということで別々で事務を

やったものを，今度は同じ市費ということで同じ事務をすることになったの

で，義務教育と高校も一緒のグループでやっていきましょうというところが

大きく変わっている点です。 

○教育長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは，議案第３０号から

議案第３７号まで承認するということでよろしいでしょうか。では，そのように

決定します。 

 続いて，議案第３８号新潟市教育委員会組織規則の一部改正につい

て，教育総務課から説明をお願いします。 
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○教育総務課長  それでは，説明いたします。 

 付議１２３ページをご覧ください。当該規則の一部改正の理由は，平成２

９年度に予定される組織改正によるものとなります。付議１２４ページに参

考資料として組織改正概要（案）も掲載しておりますので，あわせてご覧く

ださい。 

 改正の具体的内容といたしましては，教育総務課の企画室を教育政策

室に改称いたします。また，教職員課を学校人事課と教育職員課に分課

し，学校人事課に人事管理等に関する分掌事務を，教育職員課に給与，

福利等に関する分掌事務を規定いたします。また，あわせて担当課長の

配置を廃止いたします。施行日は，平成２９年４月１日となります。 

 付議１２５，１２６ページが公布文となっております。１２７ページから１３０

ページまでが，新旧対照表となっております。よろしくご審議願います。 

○教育長  ただいまの説明にご質問等ございますでしょうか。 

 それでは，議案第３８号について承認するということでよろしいでしょう

か。そのように決定します。 

 続いて，議案第３９号新潟市教育長に対する事務の委任等に関する規

則の一部改正について，教育総務課から説明をお願いします。 

○教育総務課長  付議１３１ページです。当該規則の第２条には，教育長に委任できない

事務が列記されており，現在，その第４号に教育財産の総合計画の策定

をすることが規定されております。１の改正理由にも記載してございます

が，教育財産に限っての総合計画を策定することは，現在，想定しており

ません。実態に即していない状態となっていることから，こちらの事務につ

いて削除するものでございます。施行日は，平成２９年４月１日となります。

付議１３２ページが公布文，付議１３３，１３４ページが新旧対照表となりま

す。よろしくご審議願います。 

○教育長  ただいまの説明にご質問等ございますでしょうか。 

○齋藤委員  知識不足で申し訳ありませんが，教育財産とは具体的にどういうもので

すか。 

○教育総務課長  教育委員会所管の市立学校が一番大規模な教育財産ですし，公民館

などの社会教育施設も含めて教育委員会所管の財産，不動産が教育財

産と言われているものです。 

○齋藤委員  ということは，売却するとか，どういうものに建て直すとか，そういうことの

総合計画を策定するという規定を削除するということですか。具体的にイメ

ージできないのですが。 

○教育総務課長  現在，市全体，いわゆる教育財産も含めた活用方法の検討というのは，

市長部局の方で行っており，教育財産だけ切り取って教育委員会がそれ

に限って総合計画を策定するということは，現状としてはないという状況で

す。実態に即して削除させてもらうということです。 

○教育長  ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 それでは，議案第３９号について，承認するということでよろしいでしょう

か。そのように決定します。 

 続いて，議案第４０号新潟市長から委任を受けた新潟市生涯学習センタ

ーの管理に関する規則の一部改正について，議案第４１号新潟市公民館

条例施行規則の一部改正については関連がありますので，一括して審議

いたします。生涯学習センターから説明をお願いします。 

○生涯学習セン

ター所長 

 付議１３５ページをお開きください。 

 生涯学習センター内の映像ホールについて，利用者の利便向上を図る

ために，利用受付開始日を２か月前から６か月前に変更するというもので

す。なお，公民館利用としてお使いいただく場合もありますので，生涯学

習センターと公民館の関係する規則を改正いたします。施行期日は平成

２９年４月１日としています。規則の改正案につきましては，１３５ページか

ら１４１ページに記載のとおりでございます。以上で説明を終わります。 

○教育長  ただいまの説明にご質問，ご意見等ございましたら挙手をお願いしま

す。特にございませんでしょうか。それでは，議案第４０号及び議案第４１

号について承認するということでよろしいでしょうか。そのように決定しま

す。 

 続いて，議案第４２号新潟市立図書館条例施行規則の一部改正につい

て，中央図書館企画管理課から説明をお願いします。 

○中央図書館企

画管理課長 

 付議１４２ページをご覧ください。 

 改正の理由，内容でございますが，中央図書館の多目的ホールと研修

室及び新津図書館にあります研修室の利用予約は，これまで電話等で仮

予約後，申請書を提出していただいておりましたが，市民の利便性向上を

図るため，新潟市公共施設予約システムによる予約ができるように，必要

な規則の改正をするものでございます。施行期日につきましては，平成２９

年４月１日としています。 

 規則改正に伴います詳細につきましては，１４２ページから１４６ページ，

それから本日，お配りした正誤表の２枚目の裏と３枚目のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明にご質問，ご意見等ございましたら挙手をお願いしま

す。ございませんでしょうか。それでは，議案第４２号について承認すると

いうことでよろしいでしょうか。では，そのように決定します。 

 続いて，議案第４３号通学区域の一部変更について，教育総務課から

説明をお願いします。 

○教育総務課長  説明いたします。こちらは付議１４７ページです。 

 秋葉区にございます満日小学校においては，児童数の減少によって，

平成２８年度末で同校を閉校し，平成２９年４月１日に阿賀小学校への編

入方式により統合することとしております。このたび，統合後の阿賀小学校

の通学区域を定めるとともに，統合に合わせまして，満日小学校，新津第

五中学校と結小学校，新津第二中学校との二つの通学区域で分断され
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ております大蔵町内会の通学区域を一本化するためにお諮りするもので

す。 

 まず，１番目の阿賀小学校，新津第五中学校の通学区域です。ここで下

の５の通学区域を変更する住所の表１，表２をご覧ください。表１に記載さ

れている区域と表２に記載されている区域と合わせた区域が現在の満日

小学校の通学区域となっております。 

 再び１番に戻っていただいて，現在の阿賀小学校の通学区域に下の表

１に記載されている区域を加えた地域が阿賀小学校の通学区域となりま

す。そして，現在の新津第五中学校の通学区域から下の表２に記載され

ている区域を除いた区域が新津第五中学校の通学区域となります。 

 次に，２番目の結小学校，新津第二中学校の通学区域につきましては，

現在の結小学校及び新津第二中学校の通学区域に下の表２に記載され

ている区域を加えた地域が，それぞれ両校の通学区域となります。 

 ３番の対象者につきましては，施行期日以降，該当通学区域に居住す

る児童，生徒とし，４番の施行期日につきましては，統合の年月日，平成２

９年４月１日となります。５番の通学区域を変更する住所は表１，表２に記

載のとおりでございます。 

 次に，１４８ページ，別紙資料の上段は，阿賀小学校の通学区域となる

町名と地番です。中段，こちらは結小学校の通学区域となる町名と地番で

す。なお，上段，中段の表の中で，網掛けとなっている町名と地番が現在

の満日小学校の通学区域でございます。下段につきましては，児童生徒

数・学級数の昨年５月１日現在の実数値と統合後の平成２９年度及び平

成３４年度までの推計値です。 

 次に，１４９ページ，通学区域の概略図でございます。白い二重線で囲

まれた区域が，統合後の阿賀小学校の通学区域となります。また，図面の

左上に位置する白い網掛けで示されている大蔵町内会のうち右側の点線

で囲まれた地域が，関係する地域の同意のもとで，満日小学校，新津第

五中学校の通学区域から結小学校，新津第二中学校の通学区域となり，

大蔵町内会の通学区域が一本化されるということになります。以上で，説

明を終わります。よろしくご審議お願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明にご質問，ご意見等ございましたら挙手をお願いしま

す。ございませんでしょうか。では，議案第４３号は承認するということでよ

ろしいでしょうか。そのように決定します。 

 続いて，議案第４４号教育財産の用途廃止について，施設課から説明を

お願いします。 

○施設課管理係

長 

 付議１５０ページをご覧ください。教育財産の用途廃止とは，教育のため

に使う財産について，その用途をやめ，普通の財産に変えるということで

ございます。それでは，具体的に，議案の内容をご説明いたします。平成

２７年４月１日に豊照小学校，湊小学校，栄小学校，入舟小学校の４校を

統合いたしまして，日和山小学校を開校いたしました。校舎につきまして
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は，旧栄小学校の校舎を大規模に改修し，さらに増築する工事が完了す

るまでの間，旧入舟小学校の校舎を暫定的に使用しておりましたが，旧栄

小学校の大規模改修及び増築工事がこのたび完了いたしまして，平成２

９年４月１日に移転することとなりました。これに伴いまして，暫定的に日和

山小学校として利用しておりました，旧入舟小学校の土地及び建物につ

いて，教育財産としての用途を廃止するものです。また，平成２９年４月１

日に満日小学校を廃校いたしまして，阿賀小学校に統合いたします。これ

に伴いまして，満日小学校の土地及び建物について，教育財産としての

用途を廃止するものです。用途廃止いたします教育財産の土地及び建物

は記載のとおりでございます。なお用途廃止の後ですが，跡地利用につ

きましては，市長部局で検討することとなっております。以上で，施設課の

説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明にご質問，ご意見等ございましたら，挙手をお願いしま

す。 

○織田委員  一番下の最後におっしゃった部分です。３その他の用途廃止後の土地・

建物は，市長部局で利活用を検討するとありますが，当然、地元の方のご

意見等も入りますよね。 

○施設課管理係

長 

 跡地利活用につきましては，各区役所の地域課が中心となり，地元の意

見等をお聞きしながら進めていくということになっております。 

○教育長  ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは，議案第４４号

について承認するということでよろしいでしょうか。そのように決定いたしま

す。 

 続いて，議案第４５号新潟市いじめの防止等のための基本的な方針の

改定について，学校支援課から説明をお願いします。 

○学校支援課長  新潟市いじめの防止等のための基本的な方針についてです。見直し案

の策定及びパブリックコメントの実施については，さきの定例会でご説明し

たとおりです。このたび，パブリックコメントが終了し見直し案を修正いたし

ましたので，ご説明いたします。 

 付議別冊１をご覧ください。はじめに修正についての基本的な考え方で

す。見直し案へのパブリックコメントによる市民からの意見に加え，国のい

じめ防止基本方針の改定案の内容及び本市小学校で発生したいじめ等

による重大な事案の反省点をふまえ，必要な修正を図ることといたしまし

た。 

 次に，パブリックコメントの状況です。参加人数，団体数及び寄せられた

修正案や意見の要望件数は資料にあるとおりです。 

 次に，具体的な修正についてです。まず，内容の加除・修正についてで

す。はじめに国の基本方針（改定案）を拠り所にした修正点についてで

す。一つ目は，道徳授業の活用です。国の基本方針に積極的な活用が

盛り込まれましたので，市の基本方針もそれに合わせ，いじめについて児

童生徒が考える場として，道徳科の授業を活用することを加筆いたしまし
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た。なお，ご覧いただいている修正一覧に，Ｐ６，Ｐ１３と示しているページ

番号について，ここで説明しておきます。 

 付議別冊２０ページをお開きください。ページ番号に６とありますが，修

正一覧で示しているＰ６というページ番号は，この６ページを示しておりま

す。他のページ番号についても同様となります。 

 二つ目は，いじめが解消したとみなすまでの期間についてです。いじめ

の行為がなくなったら，すぐに解消するのではなく，いじめは止んでいる状

態が相当の期間継続することと，被害児童生徒の心身の苦痛を受けてい

ないことの二つの要件が満たされることが必要であることから，いじめが止

んでいる状態の相当の期間を国の基本方針に合わせて３か月を目安とす

ることを加筆いたしました。 

 三つ目は，いじめに対する学校の取組みの具体化と評価についてで

す。学校が作成するいじめ防止基本方針に具体的な取組みを位置づけ

ること及び学校評価でその取組み状況を評価することを加筆しました。 

 次に，調査報告書（答申）を拠り所にした修正点です。一つ目は，教育

委員会による学校の取組状況の把握です。学校が行う「アンケート調査」

や個人面談の取組み状況を調査することを加筆しました。 

 二つ目は，調査用紙の保管についてです。調査用紙の原本は，児童が

卒業するまで保管，まとめた資料は，卒業後５年間保存することと修正しま

した。 

 次に，パブリックコメントを拠り所にしたものです。一つ目は，いじめ防止

等に向けた児童生徒の主体的な取組についてです。いじめの問題を議

論することや予防や解消に向けて取り組むことを記載いたしました。 

 二つ目は，いじめの事実関係を明らかにするための聞き取りについてで

す。児童生徒から聞き取りを行うだけでなく，児童生徒及び周辺の児童生

徒から聞き取りを行うことを加筆いたしました。 

 付議別冊２をお開きください。三つ目は，認知したいじめの記録を残すこ

とについてです。校内いじめ対応ミーティングの役割として，記録を残すこ

とを加筆いたしました。あわせて記録用紙を資料８として添付いたしまし

た。 

 四つ目は，いじめ対策委員会と校内いじめ対応ミーティングの区別を明

確にすることです。そのため，いじめ対策委員会について，年数回の定期

的な開催及び重大事態発生時に開催すると記載いたしました。 

 次に文言の整理についてです。付議別冊２にあるとおり，似た言葉が混

在しているものがあり，統一できる語句はなるべく統一いたしました。 

 次に，文章表現・体裁の見直しについてです。同じ付議別冊２に示す点

について，内容が伝わりやすくなるよう，表現や体裁の整理をいたしまし

た。 

 付議別冊３をお開きください。パブリックコメントでいただいて意見につい

てまとめたものです。付議別冊１３をお開きください。こちらが先ほど説明し
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た修正を加えた新潟市いじめの防止等のための基本的な方針になりま

す。平成２９年４月１日改定施行の予定です。 

 以上，ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長  ただいまの説明にご質問，ご意見等ございましたら挙手をお願いしま

す。 

○伊藤委員  １の②の「解消」と見なすまでの期間についてですが，３か月を目安とす

ることを加筆ということでした。この３か月というのは，例えば，長期，夏期の

休業がはさまったとき，それは除いての３か月ということでみるのか，学校

生活としての３か月かということを聞かせてください。 

○学校支援課長  基本的には，学校生活で起きている問題ですので，学校生活をしている

期間が３か月ということになります。 

○織田委員  パブリックコメントの結果報告の回答一覧ですが，とてもたくさんのご意

見をいただいていますね。市民の関心の高さが伺えるものだと思います。

また、その回答にあたる「教育委員会の考え方」という欄でも、とても丁寧

にご回答いただいているので，心強く拝見させていただきました。ありがと

うございました。 

○佐藤委員  １枚目のところの調査用紙の保管の期間が５年とあります。前回もいろい

ろな意見が出ていたと思いますが，以前，提示いただいた期間よりも長く

なり，非常によかったなと思います。 

○織田委員 お願いがあります。そのように調査した結果を保管したり，複数の目で

チェックしたりということが，とても大切なのはもちろんのことですが，進級

等でクラス替えとか，担任の先生が替わった時の，引継ぎをどうか丁寧に

行っていただきたいです。当然のことなのでしょうが，そこをぜひ再度，確

認していただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○学校支援課長  もちろん引継ぎはとても大切です。次の学年に移ったときの引継ぎもそう

ですし，小学校から中学校の引き継ぎも大切だと思いますので，確実に引

き継ぐような形で学校には伝えていきたいと思います。 

○伊藤委員  アンケート等の文言で気になる部分も，配慮されたものに修正されてい

るので，大変感心しました。 

 それから，アンケート用紙などの書式で，それぞれ学校で使われている

ものもあるかもしれませんが，きちんと項目の漏れがないように，速やかに

認知の漏れがないようにと，基本的にこちらの様式を使っていただくという

こと，またこういう機能があるのだということをお知らせするということも大切

です。保護者の方たち，また地域の方たちにもご協力をいただきながら，

安心安全な地域，学校で子どもたちを育んでいるのだなということを共有

できるようにお知らせいただきたいと感じました。 

○学校支援課長  そのとおりだと思いますので，地域とともに，保護者とともに連携しなが

ら，対応していきたいと考えています。 

○教育長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは，議案第４５号に

ついて承認するということでよろしいでしょうか。そのように決定します。 
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 次に，議案第４６号事務局及び機関の長の人事について及び議案第４７

号教職員の人事措置については，人事案件であることから非公開とした

いと思いますが，ご異議ございませんでしょうか。それでは，公開案件の終

了後，非公開案件として再開して審議いたします。 

第４ 報告

○教育長  指導が不適切な教職員に関する委員会の報告については，人事案件

であることから，いじめ及び教員の不適切な発言による重大な事案に係る

第三者委員会の答申については，個人情報を含む個別事案であることか

ら，非公開としたいと思いますが，ご異議ございませんでしょうか。では，公

開案件終了後，非公開案件として再開し報告いたします。 

第５ 次回日程

○教育長  次回の日程について説明を求める。 

○教育総務課長  ４月につきましては，４月２１日金曜日午後３時３０分から，５月につきまし

ては，５月２６日金曜日午後３時３０分から，定例会を予定しております。 

第６ 退任委員あいさつ

○教育長  ここで，今定例会が最後となります織田委員，藤田委員より，それぞれ退

任のごあいさつをお願いいたします。最初に，織田委員より，お願いいた

します。 

○織田委員  ４年間お世話になりまして，ありがとうございました。４年前，最初の定例

会に出席させていただいたときに，「ああまた私は安請け合いで、力不足

なのに分不相応な大役をうっかり受けちゃったんだわ。」と後悔したのです

が，この４年間は、それでも必死で皆様方のご審議についていき，必死に

学ばせていただいた日々でした。先ほどの，「社会教育委員との懇談会」

でもお話が出ましたが，「人との出会いが何よりの財産になる」と。「それ

は，自身の生涯教育として大きな価値を持つ」ということ。私は，この４年間

でそのことを身をもって体感させていただきました。大変恐縮ではあります

が，私自身の生涯学習に大きな４年間だったと思います。「循環型」という

言葉も先ほどの会議で出ていましたね。この４年間で学習させていただい

たことを、いつの日か私が、何かの役に立つように成長して，新潟市にお

返しできることを夢見て，これからも学習を続けていきたいと思います。大

変お世話になりました。ありがとうございました。 

○教育長  ありがとうございました。 

 続いて，藤田委員お願いいたします。 

○藤田委員  教育委員会の皆様，教育委員の皆様，３年間，大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

 今，ほっとしております。教育委員という職は私にとって重すぎて，苦し

い３年間でした。１年目の教育ミーティングで自治協議委員の方から教育

委員としての学力向上についての抱負を述べよと求められましたが，私は

教育委員としての学力向上についての抱負を述べよという言葉に固まっ

てしまい，何も答えることができませんでした。それから３年間，ずっと「学
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力向上について」が頭から離れませんでした。 

 あるとき，テレビで東大生と林修先生が勉強について，こんな話をしてい

ました。林先生が，人は考えることが好きで，それは楽しいことだと。考える

ことを楽しくするためには，知識が必要と。その知識を得るために学ぶの

だと。とても分かりやすかったです。勉強とは考えることを楽しむためにす

るものと言われると，苦手な私でも勉強をそのように考えたら楽しむことが

できたのだなと。そういう勉強は楽しいという思い込みがあれば，学力は上

がるのかなと思いました。勉強に対して，意欲を持てる子と持てない子の

差はこんな単純なところにあったのかもしれないと初めて気づきました。

「なぜ」，「どうして」を知らないで目標に向かっても身につかないことを知り

ました。そして，いろいろなことをいかに自分事にしていくかが大切なのだ

と感じました。新潟市の子供たちがパートナーシップ事業で人とふれあ

い，たくさんのことを知り，感じ，五感の優れた人になってほしいと思いま

す。教育委員になってみて，初めて新潟市の教育がこんなにもきめ細か

く，いろいろな角度から支援してくださっているということを知りました。新

潟市の教育ビジョンが，教育を受ける子供たちと保護者や地域の方々に

分かりやすく伝わり，学ぶことの楽しさをどの子供たちも感じることができた

らいいなと思っております。これからも新潟市の子供たちのために教育委

員会のますますのご発展をお祈りいたします。 

 ここでたくさんの貴重な経験をこれからは地域の方に伝えていけたらと思

っております。皆様に感謝申し上げます。 

 そして，至らぬ私とペアを組んでくださった吉村先生と田中先生，ありが

とうございました。 

○教育長  大変ありがとうございました。 

第７ 定例会再開

○教育長  これより定例会を非公開といたします。傍聴人・報道はご退席ください。

事務局は引き続き，全員同席ください。 

（非公開案件） （「議案第４６号 事務局及び機関の長の人事について」 審議し，可決す

る。）

（非公開案件） （「いじめ及び教員の不適切な発言による重大な事案に係る第三者委員

会の答申について」 報告する。）

（非公開案件） （「議案第４７号 教職員の人事措置について」 審議し，可決する。）

（非公開案件） （「指導が不適切な教職員に関する委員会の報告について」 報告する。）

第８ 閉会宣言

○教育長 午後５時３０分，閉会を宣言する。 

以上，会議のてん末を承認し，署名する。 

署名委員

署名委員


